
Ⅰ．『解体⼯事業』新設の背景
 １．解体⼯事量の増加

 ２．解体⼯事災害の増加 ⇒ 専⾨的な技術が必要

 ３．環境保全のため、建設廃棄物の適正な処理が必要

『解体⼯事業』 業種新設の背景と経過措置
（国⼟交通省の説明資料を転⽤）



Ⅱ．専⾨業種の新設
 １．解体⼯事業の新設

 ２．解体⼯事業の内容

 ３．経過措置

《注意点》
 平成28年6⽉から、その３年後の平成31年5⽉までに、『解体⼯事』の業種追加を⾏う
必要があります。



 ４．技術者の要件

 ５．技術者資格の種類と取得のための試験実施機関

Ⅲ．その他の注意点
  建設業法では、施⼯⾦額500万円未満の⼯事についてまで建設業の許可を取得しなければなら
 ないとは規定していません。要するに、許可がなくても軽微な⼯事は誰でもできます。
  しかし、解体⼯事については、規模の⼤⼩を問わず《解体⼯事業者登録》を⾏わなければなり
 ません。
  今回の法改正においても、《解体⼯事業者登録》の制度はそのまま維持されます。


